
R5.10.2作成

令和５年７月１２日からの大雨による災害により
県の被災事業者再建支援事業費補助金を受けた事業者に追加支援を行います。

対象者 石川県の被災事業者再建支援事業費補助金の交付を受けた事業者
補助率 県補助金における事業者負担額の１/３
上限額 １事業者あたり１００万円

石川県補助金

１８０万円

津幡町補助金３０万円

事業者負担分

６０万円事業者負担分

９０万円

県補助金の対象経費として

認められた額から

県補助金額を減じた額を対象に

補助金を交付します

お問い合わせ先

津幡町役場 産業振興課

TEL 076-288-6704

FAX 076-288-6470

E-mail  sangyou@town.tsubata.lg.jp

例：県補助金の対象経費が２７０万円で小規模事業者の場合

津幡町補助金

県補助金における

事業者負担分の１/３

上限１００万円

石川県補助金

補助対象経費の１/２

（小規模事業者は２/３）

上限２００万円

補助金のイメージ
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